
裁 決 譜

審査請求人 住所 神奈川県座間市緑ケ丘

6－1 -23-102

鴬部 龍彦
馨

氏蕊！

…に記審査蒲求人から令和5年8月15日付けでなされた「新潟県教育委員会の

令和5年7月21側付{ナ教高第7il号「公開決定に係る通知響」における部分情

報公開の決定」（以…ド『本件処分」という．）に対する審沓請求（以 ド『本件審査

請求』とい う・）について、次のとおり裁決する。

主 文

新潟県教育委員会が令和5年7月21側付け行政文譜部分公開決定処分により

非公開とした部分のうち、別表に掲げる部分を公開-j…る．

事 案 の 慨 漢

1 審溌請求人から、新潟県教育委員会（以…ド「災施機関」という”）に対し、新

潟県情報公開条例（平成13年新潟県条例第57号。以…ド「条例」という．）第

5条の規定に基づき、令和5年2月711付けで『令和5年2月3Hの:部落解

放間開新潟県連合会と新潟県立高校との確認会に係る全ての文蕃。令和2年

以降の、部落解放同盟新潟県連合会と新潟凝立高校との会議に係る全ての文

誉」（以下『本件行政文譽jという。）の公開請求（以~ﾄｰ『本件請求」という。）

があった種

実施機関は､ 本件請求の対応として本件行政文書を対象文醤として特定し

た上で、本件行政文善には部落解放|司總新潟県連合会(以…ド「剛体」という。 ）

に関する情報が記載されているとして、条例第13条第1項の規定に基づき、

令和5年3月20日付けで団体{こ対し、意見書提出の機会を与えた．

2

3 剛体は、令和5年3月27日付けで本件行政文瞥の公洲に反対の意思を:表示

した意見書を提出した．
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4 実施擬関は、本件請求の対応として、本件行政文:譜には､条例第7条第2愚．

及び第6号の規定に該当する情報が含まれていることを理|鋤に､ これらの情

報が記載された部分を除いて、本件行政文書を部分公開する篇の決定（本件

処分）を行い、令和5年7月21日付けで審査請求人及び測体に通知した。

乳
上

■4

5 審査請求人は、本件処分を不服として、令和5年8月15H付けで、行政不

服審査法（平成26.年法律第68号“以下･I'法jという固）第2条の規遼により、

実施機関に対し本件審査請求を行った《‘

6 実施機関は、本件審査請求について、 令和6年3ノリ22日、条例第17条鋪

1項の規定に基づき、燕潟県情報公開審査会（以下「審査会；という．）に諮

問し、令和7年11月6嵐、本件審駕請求の対象となった行政文響について、

非公開とした部分のうち、別表に掲げる部分を公開すべきとの答申を受けた．

本件辮査請求に対しては、令和6年9月25日付けで繊体から法第i3条第

1項の規定により、参加人参加の球I立てがあり、鰯月271別に法第9条第3項

において読み替えて適用する法第13条第1項の規定により、爽施機関がこれ

を許可している．
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、8 なお、間体は、本件処分を不服として、実施機関に対し令和5年7月31fl

付けで、法第2条の規定により、審査請求（以一ド『別件審査講求jという。）

を行うとともに、法第25条第2蝋の規定により、本件処分の執行停ll二 を申し

立てた．これを受け、裳施機関は、間年8月41別付けで法第25条第2項の規

定により、別件審沓請求に対する裁決を行うまで本件処分の執行を停止する

ことを決定し、審篭請求人及び間体に通知した．

また、実施機関は、別件辮査請求について、審査会に諮問し､審査会からの

答申を受け、令和7年2月l4日付けで裁決を行っている。

審理関係人の主張の要旨

l 審議請求人”主張

(1)本件審査請求の趣旨

本件審溌請求の趣旨は、本件処分を取り潤し、条例第7条第2号に該当す

る部分を除き、本件行政文薔の公開を求めるというものである。

9
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(2)審鐙請求の理由の要篇

審議請求人の 主張は、おおむね次のとおりである．

ア 審査請求書における滋張の嬰霞 “

審査請求人は､条例に蕪づき令和5年2ノリ7篇付けで本件行政文欝を公

開請求した蕊

｜剴年7月22日に部分公開決定処分の送達を愛けたが、『公開しない総分

及びその理由』が『別紙のとおり」となっており、部分公|淵決定の内容が

不明であったため、実施機関に別紙の送付を要請し、公開する資料---礎、

公開しない部分及びその理I11等の文書（以~ド『別紙jという．)･を|司月25

日に受け取った．

別紙には質番号と公開・‐--部公開・非公臘の別、公開しない理IlI等"〉み

が霧かれ、具体的な文蕎の表題等は響かれていなかった、そのため、本件

行政文醤が具体的に何なのか{こついては、団体と新潟県“卿i校の鮒で交諭

された文響-である二と以…I鳥のことを審査請求人は知ることができない”

しかし、審盗請求人が独悶に保有している（ア）から（オ）の文欝によ

れば、その内容には特定の生徒に関連して、棚体による県瀧高校に対する

「確認会jに係る文善が含まれていることが明らかである．特に添付資料

（エ）によれば、先述の生徒に関する情報が県立高校職興によって鮒体#こ

漏洩している．また、他の資料によれば、間様の生徒・児篭のプライバシ

ーが団体↓こ継続的に漏洩してきたことがうかがえる，これらの事鍵は、雄

方公務農法第34条に違反する疑いもある。

また、（力）のとおり『確認会」は法務省人権擁護周から『間和閥題の啓

発には適さない』との見解が出されているものである。

実施機関は非公|淵部分が条例第7条第6号に該淵する理|伽として『傭頼

関係が損なわれ将来の情報収集に支障をきたし、:蕊務又は鱗業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある』というが、団体と実施機関の不適切な関

係により、違法な情報収集が行われているため、法的保護に値するような

事務又は事業とは言えず、非公開の理由とす-ることは相当でない．

イ 及諭書における主張の要旨

実施機関による、令和6年3月22日付け弁明書に対して、吹のとおり

反論する鞠

弁明響『(2)これに対する弁明_iの2段薄目によれば、災施機関は『確

認会等とは、新潟県蹴簡校において、間和教育の観点から蕊別事象が疑わ

れる事案が発生した場合に、当該学校の関係者や爽施機関、剛体等が集ま

り、その原悶を究明し、縛発防止のための改善策を協議する会であり、取

り扱う事柄は、差別や人権という繊細で配慮の必要な内雰である、事案が

発生した原悶を究明するためには、出席者が生徒の心情や背景、ブライバ
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シ一等を深く掘り下げたり、思想・信条など踏み込んだ発慧をすることが

必要な場合もある』としている．

一方、同5段落闇では「県立潟校の職員から団体に児麓・生徒のプライ

バシーに関-ｳｰる情報が継続的に漏洩していたり、団体におい=て違法な情報

収集が行われており、法的保護に値するような事務ではないjとする辮査

請求人の主張を否定している．

実施機関のこれらの弁明は矛購である”団体に児童。生徒のプライバシ

ーに関する情報が漏洩した事実がないなら、剛体が参加する確認会等の場

で生徒の心情や背景、プライバシー等に踏み込むようなやり取りは行われ

なかったはずである．

仮に「業務」として行われているような確認会等の場で、生徒のプライ

バシーを掘り…ﾄげるような発言が行われているのであれば、そ-れは雛徒の

プライバシーが県立高校の職員から剛体に継続的に漏洩しているのと同

義である“

聞体は民間の催意剛体に過ぎず、また少なくとも令和5年2月3脚の確

紹会に係る生徒と聞体は無関係な立場であり、保護者やクラスメートや、

その他利簿関係者であるという溺情もない．しかも、確認会等の発端が高

校教員から鷺1体に備報がもたらされたことであるし、団体は集会で特定の

生徒に関する情報まで暴露されている．

以上のことから、県立高校の職蕊から団体に児蕊。生徒のプライバシー

に関する情報が継続的に漏洩していることについて、実施機関は事実であ

←ると認めているのと閥然であり、爽施機関はそれらの事災を前提とした上

で、法的保護に値するような辮務蕊業と震えるかについて弁明できていな

い。

そもそも、審議請求人は生徒のプライバシーないしは個人‘篇報（条例第

7条第2簿･）に該漁するような情報の公開まで求めているものではないか

ら、爽施機関の弁明は情報を公開しない理由にならない．

以上のとおり、原処分のうち条例第7条第6号を理職1として非公開とし

た部分は、違法かつ不灘なものである。

ウ 意見霧}こよる主張の蕊篇

審溌請求人は、令和5年8月15H付けで審篭請求蕃を提剛し、災施機

関による令和6年3月22日付け弁明響に対して同年5月28H付けで反

論書を提I!flしたところである。しかし、本件行政文脅の部分公開が執行

されていなかったため、審査請求人は具体的な交響の公開箇所及び非公

開箇所を確認できない状態で主張をし厳ければならなかった．

ようやく令和7年2月21日に、本件行政文薔を受理したので、それを

受けて前述の審査請求書及び反論簿に追加する形で、次のとおり意見を補
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充する．

部分公開された文響によれば、実施機関、学校と剛体との間で、繰り返

し「確認会」「話し合いj『情報提供jといった名胤で文欝がやり取ﾚ)され

ているが、団体関係者の氏籟が全て黒塗りされている．

条例第7条第2号は個人に関する情報を非公開とする一方I蕊業を樹む

個人の当該事業に関する情報を除く」としており、これらが仮に藤瀕な蕊

務事業であるならば、最徽限団体の代表者の氏名は公開されて然るべきで

ある。

また、文霧の3, 5, 12, 13, l4, 23, 24, 33, 34, 52, 53, 61, 100,

128鼠など、多数の教職員の氏名が黒溌りにされていると思料されるもの

もあるが、これらは条例第7条第2 号ウ｜~濁該個人が公務員等（臘叢公務

臘泌（昭和22年法律第121"･)第2条蕊1項に規定する臘家公務農（独

立行政法人通則法（平成11年法律鋪103号）第2条蕊4項に規耀-ﾘｰる行

政執行法人の役鼠及び職鼠を除く．）、独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第2条鮒I

項に規定する独立行政法人等をいう．以1鴬.間じ.）の役鼠及び職鼠、地方

公務風法（昭和25年滅律第261g･) "2条{こ規定する地方公務鼠（地方

独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独漁行政法人の役嵐及

び職員を除く．）並びに地方独立行政法人及び公社の役鼠及び職戯をいう。）

である場合において、当繊傭報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員蝶の職、氏鶏及び淵該職務遂行の内存に係る

部分』により、公務員の職務…kの情報として公開されるべきものである。

実施機閼は弁明書において『請求人は､県立高校の職員から剛体に児麓・

生徒のプライバシー皇に関する情報が継縦的{こ漏洩していたり、剛体におい

て違法な情報収集が行われており‘法的保護に値するような事務ではない

との主張をしているが、実施機関においてそのような蕊実があることは承

知していない」と主張しているが、これは蕊実ではない．

具体的には文鰐の41, 42j 45, 46, 47, 48, 50, 57, 58, 60, 92頁は令

和5年7月21日付け行政文書部分公開決定通知書別紙によれば、明らか

に個人に関する情報だけが黒塗りにされており、なおかつ剛体にその内容

が提供されている《,黒嬢りされているため{こ具体的な内容は推測するほか

ないが､ 地瑞や学校偽や学校の内情など、剛体が当然知り得る傭報ではな

く、利害関係に関わるわけでもない情報が含まれていることは…､兇して明

らかである．

63から79質によれば、『情報提供jとして実施機溌を通じて特定の学

校の複数の生徒の発言内容、指導内容、保護者に連絡した内容までもが職｜

体に提供されている。生徒をはじめとする関係者の氏名こそアルファベッ
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卜にして秘匿されているが、学校名やクラス、担任の氏名等は実名が提供

されていると見られ、明らかに生徒個人が特定され得る情報が剛体{こ提供

されている。80から95頁、96から110質、111から136質、 137質以降

でも、それぞれ|司様のことが行われていることが確認できる、

これら頚実は、もはや正当な事務事業とは言えず、教育行政{こ携永》る者

としての職業倫理に反する行為であるのみならず、地方公務鼠法第34条

I項が規定する「職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」という守秘

義務に明らかに違反する、組織ぐるみの犯罪である。

そのため、審査請求人は、生徒のプライバシーに関する情報までもみだ

りに公開することを求めるものではない。

しかし、繰り返される「確認会」等で実施機関・学校と団体との間でど

のような議論がされ、どのような合意がされたのかといった情報には公共

性があり、公にされるべきものである。全般に実施機関・学校と剛体が緊

密に連携し、生徒や教職員の人権意識の管理。指導にまで深く関与してい

る状況は、公教育の透明性と中立性にかかわる箪大な問題であり、県民が

これらを知る権利は明らかに存在する《，

実施機関が言うとおり、「出席者が生徒の心情や背景、プライバシー等

を深く掘り下げたり、思想・信条など踏み込んだ発言をすることが必要な

場合もあるIというのであれば、それは条例第7条第2号に該当するもの

として処理できるものである。それ以外の情報を公開することにより、条

例第7条第6号に該当する具体的な支障が生ずることについて実施機関

の説開には具体性がなく、また団体との信頼関係を言うのであれば、もは

や保護するに値-#-るとは蓄えないので、縛度文蓄の内容を精査し、条例第

7条第2号を通I1:弓に解釈した上で該当する情報のみを非公開として情報

の部分公開をやり直すことを強く求める。
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実施機関の主張

実施機関の主張は、おおむね吹のとおりである。

本件処分は、本件請求に対し、対象と,なる文脅を特定し、条例第7条第2号

び第6号に該当する情報を除き、文書の… -部を公開する処分を行ったもの

r）
全

及び第6号に該灘する情報を除き、文雷の… -部を公|淵する処分を1丁ったもの

であるく，

このうち、条例第7条第6号に該当するとして実施機関が非公開としたの

は、「剛体と新潟県立i葛校との確認会」及び「団体と新潟県立高校とめ会雛｜

（以…i琴「確認会等」という。）の内容に関わる部分である。確認会等とは、新

潟県立高校において、間和教育の観点から差別窺象が疑われる事業が発生し

た場合に、当該学校の関係者や実施機関、剛体等が集まり、その原因を究明し、

再発防止のための改善策を協議する会であり、取り扱う蕊柄は、差別や人権と
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いう繊細で配慮の必蔑な内容である．：蟻案が発雛した腺悶を究明するために

は、出席瀞が生徒の心情や背景、プライバシー蝶を深く掘り…ﾄげたり、思想。

儒条など踏み込んだ発雷をすることが必要な場合もあるが、会議内容の公開

が前提となると、出席者の踏み込んだ発言が抑制され、会瀧の目的を果たすこ

とができなくなるおそれがある．このような蝿曲から、爽施難関、剛体のいず

れも、会議内群は公開しないとの認縦であり、これを公開した場合は、爽施機

関と団体との信頼関係が損なわれる。

また、新潟県教育振興基本計測に派す-よう{こ、爽施機関では、児麓焦徒に同

和|淵題についての態しい認識と確かな人樵感覚を身}こ付けさせるための授業

づくりや、教職鼠が間和教育を中核にした人樵教脅の着突な実践に取り組ぬ

るよう、各学校における校内研修や差別の現実}こ学ぶ現地研修を促進してい

る“さらに、新潟県人権教育蕊本方針を改定し、｜差別の現実を学ぶ二とjを

示してきた．これは、被驚%ll地域に爽際+こ鳥注していた人々など被蕊%ll" " "

者の思いに耳を傾けることをとおして、生徒等が鑑馴をなくするために具体

的に行動できる態度を育むことをねらいとしたものである．人権教育、臓和教

育を推進していくためには、教職髄や生徒が被瀧別の灘:謂瀞から学ぶことが

大切であり、爽施擬関は､溝師柵聰等{こおいて､団体の協力を･得る必要がある”

仮に団体との儒頼関係が損なわれ、協力を得ることが難しくなれば、人権教育、

間和教育の推進という事務又は:鱗業の適砿な遂行#こ支障を及ぼすことになる．

以.上の理由から、部分公開決定を行ったものである。

なお、審査請求人は、県立高校の職鼠から聞体に児童・生徒のプライバシー

に関する情報が継続的に漏洩していたり、団体において違法な情報収集が行

われており、法的保溌に値するような蕊務ではないとの主張をしているが、実

施機関においてそのような事爽があることは承知していない。

また、審査請求人は、法務省人権擁護局の通知に総いて、いわゆる確認・糾

弾会が同和問題の啓発には適さない旨の見解が鮴されている二とを主張して

いるが、そのことが会の内容を公開しなければならないとい…う運とに慰接つ

ながるものではない。

なお、本件行政文懲は条例第7条第2号及び第6"号に該当する部分を非公

開とする部分公開決定をしており、公開する部分は、条例第7条各号のいずれ

にも該謝しない．

以上の理由から、原処分に違法又は不当な点はない．

ウ

認謂濁
遭

苧
詫
均》

靭
宮
》
虻
Ｌ

一

、

微潮

1 実施機関は、…上記のとおり審査会から、本件審査請求の対象となった行政
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文警について、非公開とした部分のうち、別表{こ掲げる部分を公開すべきと

の答申を受けた。

審査会答申に示された審査会の判断理由は、吹のとおりである。

(1)基本的な考え方

条例は､その第1条にあるように、県民の知る権利を尊重することが蕊要

であることに鑑み、行政文響の公開を請求する権利を明らかにす-ることに

より、県政について県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、

県政に対する県民の蝋解と傭頼を深め、県民の県政への参加を促進し、もっ

て公正で開かれた県政を…畷推進-ｳｰることを目的として制定されたもので

ある。

… ･方、この権利も無制限なものではなく、請求された行政文誉に情報が記

録されている個人又は法人その他の団体の権利利益及び公続との調和を図

る必婆があるのであって、それが条例第7条各号において非公開情報として

規定されているところである．

よって、審査会としてはf本件処分の妥当姓について、条例の文理及び趣

旨に従って判断するこ ととする。

鴬
蟻
鐘
；
ず
癖
鎮一

議坪撒
き

ざ
α
暖
陣
謬
写

蹴
躍

Ａ
Ｊ
‐
‐
‐
ｆ
Ｊ
ｔ
“
で
◇
甲
、
？

”

職
崎
率
蕊

錦，
、…罷惚駅§鐸遮鮮鮮態．…、

(2)条例第7条第2号該当性について

条例第7条第2号は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別でき

るもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む.）又は特定の個人を識別することはで

きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を窯するおそれがある

ものは、原則として非公開とす-ることを定めたものである。この規定は、個

人のプライバシーを最大限に保護するため､本号ただし書アからウまでに掲

げるものを除き、個人に関する情報は非公開とすることを定めたものと解さ

れる。

以．iぐ、この湾え方に基づき、実施難関が主張する本･号該当性について検討

する．

ア 審議会において本件行政文審を兇分したところ、生徒の差別事象{こ係

る内容、差別事象に対する認識及び差別辮象の内容に対す-る反省といっ

た記載とともに、当該生徒の保護者とのやり取りや当該生徒に対する指

導内容に関する詳細な情報の記載が認められた。これらの情報は、通常、

他人に知られたくない機微な情報であって、当該生徒の人格に密接にか

かわる情報であり、特定の個人を識別することができないとしても、当

該生徒の権利利益を侵簿するおそれのあるものであることから本号本文

に該当するものと認められる。また、淵該情報は、本号・ただし醤アからウ

までに掲げる情報のいずれにも該当しないことは明らかであることから、

8



非公開とした実施磯関の判断は妥当である．

イ 教職鼠の氏鵜については、通常本号本文{こ規定する情報に該当するも

のの、職務遂行に伴うものであるため本号ただし誉ウに該当し、公開と

すべきものと解される．しかし、本件行政文欝には、能徒の蕊別蛎象に係

る内容、差別蕊象に対する認識及び差%!j蕊象の内容に対する反省といっ

た記載とともに、淵譲生徒の保潅者とのやり取りや当瀧熊徒に対する指

導内容に関する詳細な精報が記載されている．これらの生徒に関する記

載は、漁該生徒の人格に関わる'勝報であり、当該龍徒にとって極めて秘

匿性の高い情報である．

溺該生徒の関係も考えた場合、教職鼠の氏鵜を公に-3-ることで淵該生

徒が識別されることとなり、当該生徒のプライバシーが侵答されるだけ

でなく、淵該生徒の人格的利益が著しく侵縛され、当該縦徒の社会的評

価が著しく低…ドし、その働復が砿めて臘難な事態が生じる相当程度の蓋

然性が認められる｡

したがって、本件行政文:蕃に記載された教職鼠の氏墹は、当該生徒の

関係において、本号ただし醤ウではなく、本号本文に鱗淵するものと‘側

断すべきであり、これを非公開とした実施機関の判断は妥当である．

ウ ー･方､協体から発出された文藩の発儒者及び鮒体に宛てた文諜の宛先Iこ

記載された剛体代表者の氏名については､特定の個人を識別することがで

きる情報として本号本文に該当するものでばあるが、新聞・テレビ等のマ

スコミ情報等で既に明らかにされ、かつ、何人も知り得る状態にあること

から、本号ただし霧アに掲げる惰報に該当し､公開することが妥当である、

また、確認会等の参加者が属する剛体の名称及びいずれの市町村又は県

灘高校においても鯲溌されている……･般的な公務嵐の職名に関する情報に

ついては《確認会等の開催時期等の情報と照合したとしても特定の生徒を

識鯛することはできないも のと考えられる。

したがって、別表に示す確認会等の参加者が属する団体の名称及び…･般

的な公務嵐の職溌1に関する情報は、本易･本文には骸当しないことから、公

開することが妥瀕である。

(3)条例策7条第6号該濁性について

条例第7条篤6号は、県の機関又は闇、独立行政法人等、他の地方公共

剛体、地方独立行政法人若しくは公社が行う事務又は事業に関する情報で

あって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行}こ支輝を及

ぼすおそれのある情報につい-ては、非公開とする旨規定している。

当該事務又は事業の適波な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして

は、本号のアからオまでに例示されているもののほか、公にすることによ

9



り、信頼関係が損なわれ将来の情報収集に支障をきたし、事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報や、将来の絢穂の事務又は蕊業

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などが該淵する。

また、本号は、実施機関に広範な救量権限を辱・えるものではなく、本号に

該当する情報であるかどうかの判断に当たっては、事務又は事業の根拠と

なる規定、趣旨等に照らし、その支障の有無、程度簿にも十分留意し、個別

具体的に検討しなければならない．

以下、この考え方に基づき、実施機関が張張する本号該勤‘朧について検討

する。

ア 実施機関が本号に該当するとして非公開とした情報は、確認会等の内

容に関する情報であって、公開を前提としているものではないこと及び

当該情報を公にすることにより、団体と実施機関との信頼関係が損なわ

れ、協力を得ることが難しくなり、人権教育、間和教育の推進という蝋務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると実施機関は主張す

る．

審査会で本件行政文書を兇分したところ、本件行政文蓄には差別事象

の解消・解決に1町けての関係機関の率直な意見交換に関する情報の記載

が認められた．これらの情報は公にす-ることにより、患慨のない意見を交

わすことが嬬艤され、差別事象の解消。解決の妨げとなることが懸念され

る。

また、実施機関が主張するように、差別の現実に学ぶ現地研修を行う に

淵たり、団体からの協力が得られなくなることが予測され、人権教育、間

和教育の推進という事務又は事業の適正な遂行に支|麓を及ぼすおそれが

あるものと認められることから、実施機関が本号に該淵するとし-て非公開

とした情報のうち、別表に示す箇所を除いた部分については、本号に該当

し、非公開とした実施機関の判断は妥当である。

イ …"…方、別表に示す確認会等の参加者が属する団体の瑞称及び公務嵐の

職名、県の担当者が発言した県の人権教育．|司和教育の基本方針につい

て記載された部分については、公にしたとしても団体との信頼関係が損

なわれるとは認められない．

したがって、これらの情報は本号には該漁せず、公開-ﾘｰることが妥濁で

ある。

ウ なお、審査請求人は、生徒のプライバシーが県立高校職鼠によって剛

体に漏えいしたとして地方公務員法第34条第1項に規定する職員の守秘

義務違反を指摘し、また、団体と実施機関の不適切な関係により違法な

情報収集が行われ法的保護に値す-るような事務事業とは篇えないと指摘

するなど、実施機関の行う事務又は事業において情報が不適切に取り扱

》騨坪、灘恥
鳴蝋嘩ｆ〉繊鐸》》鳶一
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§
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Ｉ
ｊ
ｊ
ｆ
ｔ
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われていることを聯鯛として非公開とした処分は妥漁ではない篇主張し

ている。しかし、辮査会において、本件行政文瞥を見分し、実施機関から

聴取を行ったところ、笑施機関が、確認会等の場において、差別蕊案の原

因究明、縛発防止を|割的として取得した生徒のプライバシーに関わる婿

報を對該周的以外で翻体に提供するなどの不適切な取扱いが行われてい

る事爽は認められなかった。

2 辮査会の馨申ば上記のとおりであり、爽施機関は、条例第17条鋪5項の規

耀に蕊づき、諮問に対する縛申があったときは、その蕃申を尊蕊して、当該

、瀞驚請求についての裁決を行わなければならないことから、瀞森会の答申を

尊重し、張文のとおり裁決する。

令和7" 12月23H
………画

｡…内心､神恥

新潟県教満《

〃
ぶ
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付 記

lこの裁決については、この裁決があったことを知った日の翌脚から起算して

6か月以内に、新潟県を被衞として（訴訟において新潟県を代表する者は教

育委鼠会となります｡）、裁決の取消しの訴えを提起することができます．

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分

が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。

処分の違法を理|蝋とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日

から起算して6かﾉﾘ以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表

する者は教育委員会となります｡）、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます．

2また、上記の期間が経過する前に、この裁決があったHの翌日から起算して

1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起寸一

ることはできなくなります、

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日か

、ら起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えや処分の取消し

の訴えを提起することが認められる場合があります。

…

\
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別表
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の淡の8行閥l文字側から10文字閥まで及び15文字閥‘からl6文字闇まで

の表の9行m13文学閥から15文字卿まで
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『概要」
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の表の6行H10文字側からll文字|:1まで

の表の7行目5文宇目から6文宇目まで

『概要」
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19行側1文字|冬|から4文字Mまで及び5文字|訓から6文字Mまで
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1.4行|製’
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9行目1文宇目から7文字目まで及び19文宇目から2()文字卿まで
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l l l1: 11 22文字側から25文字側まで

12行fi l5文字目から18文字|房1まで

13行fl l9文字目から20文字I訓まで及び26文字月から27文字風まで
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22行目16文学目から17文宇目まで及び20文字目から23文宇目まで
23行目3文字『1から4文字闇まで及び13文字側からルl文字側ま

24行側 l文字11から5文字糊まで

25行li:1 17文字Mから20文字側まで

26行目3文宇目から4文宇目まで

27打側1文宇目から5文宇目まで及び6文宇目から|()文字目まで

28打|21 3文字間から4文字間まで及び7文字|堂1から10文字IMまで
3f"11文字1Wから9文字間まで

3行FII文字|1から9文字側まで

16行目16文宇目から17文字I乳まで
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16行目16文宇目から17文字|訓まで及び21文宇目から22文字|利まで

17行H16文学:Hから17文字側まで、21文字|』から22文字臼まで及び26文字間から27文字日まで

18行脇16文字Mから17文字|薪|まで、21文字側から22文字|き'まで及び26文字制から27文字燭まで

19行間16文字間から17文字脚まで、21文字14から22文字脚まで及び26文字側から27文字側まで

44

20行|:1 16文字間から17文宇目まで、21文字月から22文宇目まで及び26文宇目から27文字筒まで
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○令和2年以降の、部瀞解放側MH新潟媒連合会と新泌県立i謙校との会識に係る全ての文普
公洲すべき部分質 ｜
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の表の5行間10文字側から11文字臘まで

の表の6行Ⅲ5文字側から6文字胤まで

の表の7行閥5文字|］から6文字側まで82

の表の8行|鷺15文字flから6文字職まで

の表の9行目1文字側から9文字例まで

『概要j
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の表の5行目10文宇目から11文字卿まで

の表の6行目5文宇目から6文字澱ま-辱

の表の7行目5"iCi桐から6文宇目まで
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『概要」の淡の8行閥5文‘卜間から6文‘):目まで
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893行目1文宇目から9文宇目まで
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鋤
一
鋤
》
卵

3行H1文字側から9文字側まで

4行間
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の表の2行側1()文字肘からl1文字|訓まで

幽睡一幟 の表”3行側4文字催|から5文字|ヨまで

の表の4行|凱6文宇目から7文宇目まで僻一幟一哩魎三蝿

の表の5行f15文宇目から6文字側まで
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文宇目から27文宇目まで及び31文'宇目から32文宇目まで

8行目3文字|訓から4文字卿まで、8文宇目から9文字|刺まで及び13文宇目から14文字職まで
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文拳闘から19文宇目まで128 18

)fj:|\| 17文零m から19文字11まで及び21文字側から23文字服|まで

文字目力7行矧1
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ら8文字側まで
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130
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｢概要j
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この謄本は、原本と相違ないことを証明する。
令和7年12月26日

新潟県教育
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